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１

ペ
ー
ジ

秋
田
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三

十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の

告
　
示

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
四
二
六
・
福
祉
政
策
課
）
…
１

一
（一）

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字
小
阿
仁
奥
山
（
国
有
林
。
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

（三）

解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
（一）

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
四
二
七
・
福

祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
通
知
（
四
二
八
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
１

◯
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
地
区
内
の
土
地
の
換
地
処
分
（
四
二
九
・

都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
四
三
〇
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
２

◯
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
等
の
届
出
（
四
三
一
・
建
築

住
宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
秋
田
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

北
秋
田
市
森
吉
字
大
印
沢
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
な
だ
れ
の
危
険
防
止

（三）

解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及

び
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
北
秋
田
市
役
所
及
び
上
小
阿
仁
村
役

平
成
十
九
年
九
月
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

監
査
委
員
公
告

◯
監
査
結
果
の
公
表
（
一
四
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り

指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示

す
る
。平

成
十
九
年
九
月
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

す
ず
き
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

高
橋
薬
局

あ
い
薬
局
　
中
町
店

横
手
市
駅
前
町
十
番
十
号

横
手
市
駅
前
町
十
一
ー
三
十

大
館
市
中
町
二
十
九
番
地

皮
膚
科
、
ア
レ
ル
ギ
ー
科

調
剤
薬
局

調
剤
薬
局

平
成
十
九
年
七
月
十
九
日

平
成
十
九
年
七
月
三
日

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

鈴
　
木
　
長
　
男

有
限
会
社
高
橋
薬
局
　
代
表
取
締
役

メ
デ
ィ
ッ
ク
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指

定

年

月

日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
　
高
橋
薬
局

横
手
市
田
中
町
三
番
九
号

平
成
十
九
年
六
月
十
八
日

有
限
会
社
　
高
橋
薬
局
　
代
表
取
締
役

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

廃

止

年

月

日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
九
年
九
月
四
日
午
後
一
時

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
九
年
九
月
四
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
横
手
駅
東
口
第
一
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か
ら
理
事

長
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
理
事
長
の
氏
名
　
齋
　
藤
　
善
　
一

二
　
理
事
長
の
住
所
　
横
手
市
前
郷
二
番
町
四
番
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
南
秋
田
郡
五
城
目
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員

の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
横
手
市
中
田
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
者
イ
オ
ン

株
式
会
社
代
表
執
行
役
岡
田
元
也
か
ら
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
地
区
内
の

平
成
十
九
年
九
月
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
五
城
目
町
馬
場
目
字
中
村
八
十
四
番
地
　
　
　
佐
藤
与
志
美

二
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
五
城
目
町
馬
場
目
字
中
村
六
十
七
番
地
二
　
　
佐
藤
　
久
夫

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
七
滝
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退

任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
美
郷
町
六
郷
東
根
字
上
関
田
四
十
番
地
　
　
　
　
小
西
　
重
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
字
南
明
田
地
四
十
四
番
地
三
　
a
橋
　
秀
勝

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
字
上
雀
柳
百
二
十
八
番
地
二
　
田
口
　
勝
久

〃
　
　
〃
　
　
畑
屋
字
前
田
九
十
三
番
地
一
　
　
　
　
　
武
藤
　
　
威

〃
　
　
〃
　
　
中
野
字
砂
館
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
光
勇

〃
　
　
〃
　
　
金
沢
東
根
字
蛭
川
十
一
番
地
　
　
　
　
　
細
井
　
　
諭

大
仙
市
払
田
字
下
払
田
百
八
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
土
井
　
文
夫

〃
　
　
高
梨
字
上
高
梨
二
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
木
　
繁
雄

土
地
に
つ
い
て
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
三
十
号

大
仙
市
橋
本
字
橋
本
九
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樫
尾
　
博
吉

〃
　
　
上
野
田
字
川
端
三
十
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
本
間
　
運
吉

仙
北
郡
美
郷
町
野
荒
町
字
町
ノ
内
百
四
十
八
番
地
　
　
　
傳
野
公
太
郎

〃
　
　
〃
　
　
境
田
五
羽
田
七
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
鈴
屋
　
昭
治

〃
　
　
〃
　
　
上
深
井
字
老
形
百
七
十
番
地
　
　
　
　
　
佐
藤
　
一
男

〃
　
　
〃
　
　
飯
詰
字
水
上
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
義
美

〃
　
　
〃
　
　
佐
野
字
下
佐
野
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
龍
一

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
美
郷
町
六
郷
東
根
字
上
関
田
四
十
番
地
　
　
　
　
小
西
　
重
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
字
南
明
田
地
四
十
四
番
地
三
　
a
橋
　
秀
勝

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
字
上
雀
柳
百
二
十
八
番
地
二
　
田
口
　
勝
久

〃
　
　
〃
　
　
畑
屋
字
前
田
九
十
三
番
地
一
　
　
　
　
　
武
藤
　
　
威

〃
　
　
〃
　
　
中
野
字
砂
館
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
光
勇

〃
　
　
〃
　
　
金
沢
東
根
字
蛭
川
十
一
番
地
　
　
　
　
　
細
井
　
　
諭

大
仙
市
払
田
字
下
払
田
百
八
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
土
井
　
文
夫

〃
　
　
高
梨
字
上
高
梨
二
百
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
木
　
繁
雄

〃
　
　
〃
　
字
田
茂
木
六
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
内
　
政
男

〃
　
　
橋
本
字
橋
本
九
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樫
尾
　
博
吉

〃
　
　
上
野
田
字
川
端
三
十
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
本
間
　
運
吉

仙
北
郡
美
郷
町
野
荒
町
字
町
ノ
内
百
四
十
八
番
地
　
　
　
傳
野
公
太
郎

〃
　
　
〃
　
　
境
田
五
羽
田
七
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
鈴
屋
　
昭
治

〃
　
　
〃
　
　
上
深
井
字
老
形
百
七
十
番
地
　
　
　
　
　
佐
藤
　
一
男

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

公
　
　
　
　
　
　
告

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

稲
庭
高
松
線

稲
庭
高
松
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
〇
〇
〜
三
三
・
〇
〇

七
・
〇
〇
〜
三
三
・
〇
〇

一
〇
・
〇
〇
〜
七
八
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
八
八
八

一
・
八
八
八

〇
・
八
四
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

湯
沢
市
皆
瀬
字
峠
ノ
沢
五
六
番
二
地
先
か
ら
宇
留
院
内
字
七
十
刈
三
二
番
一
地
先
ま
で

湯
沢
市
皆
瀬
字
峠
ノ
沢
五
六
番
二
地
先
か
ら
宇
留
院
内
字
七
十
刈
三
二
番
一
地
先
ま

で

〃

ＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。
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仙
北
郡
美
郷
町
飯
詰
字
水
上
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
義
美

〃
　
　
〃
　
　
佐
野
字
下
佐
野
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
龍
一

監

査

委

員

公

告

監
査
結
果
公
告
第
1
4
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
条
第
４
項
の
規
定
に

よ
る
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
結
果

に
関
す
る
報
告
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
1
9
年
９
月
４
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
金
　
谷
　
信
　
栄

秋
田
県
監
査
委
員
　
こ
だ
ま
　
祥
　
子

秋
田
県
監
査
委
員
　
大
　
和
　
顯
　
治

秋
田
県
監
査
委
員
　
菊
　
地
　
康
　
男

（
公
営
企
業
会
計
）

１
　
監
査
の
対
象

平
成
1
8
年
度
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係

る
事
業
の
管
理
状
況

２
　
経
営
の
概
況

（
１
）
電
気
事
業
会
計

ア
　
売
電
電
力
量
及
び
電
力
料
収
入
実
績

鎧
畑
発
電
所
ほ
か
1
4
発
電
所

売
電
電
力
量
　
　
3
8
2
,4
6
8
M
w
h

電
力
料
収
入
　
　
3
,4
4
9
,1
8
3
,4
6
4
円

イ
　
予
算
の
執
行
状
況

収
益
的
収
支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
単
位
：
円
）

資
本
的
収
支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
単
位
：
円
）

資
本
的
収
入
額
（
他
会
計
か
ら
の
長
期
貸
付
金
償
還
金

9
0
0
,0
0
0
,0
0
0
円
を
除
く
。
）
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額

1
,3
9
0
,8
9
2
,1
9
5
円
は
、
減
債
積
立
金
8
1
,9
3
7
,7
1
3
円
、
中
小
水
力

発
電
開
発
改
良
積
立
金
1
1
,1
3
0
,8
1
0
円
、
過
年
度
分
損
益
勘
定
留

保
資
金
9
0
0
,0
0
0
,0
0
0
円
、
当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金

3
6
8
,6
5
5
,1
0
6
円
及
び
当
年
度
分
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額

2
9
,1
6
8
,5
6
6
円
で
補
て
ん
し
て
い
る
。

ウ
　
経
営
成
績

当
年
度
の
総
収
益
は
3
,5
1
5
,0
0
8
,3
8
2
円
、
総
費
用
は

3
,1
6
1
,1
7
9
,4
0
5
円
で
、
差
し
引
き
3
5
3
,8
2
8
,9
7
7
円
の
純
利
益
と

な
っ
て
い
る
。

（
２
）
工
業
用
水
道
事
業
会
計

ア
　
給
水
量
及
び
収
入
実
績

秋
田
工
業
用
水
道

契
約
給
水
量
　
　
　
5
8
,1
5
8
,3
7
0
k

実
績
給
水
量
　
　
　
5
2
,1
2
8
,3
5
2
k

収
入
金
額
　
　
　
　
8
5
8
,4
7
6
,3
1
9
円

イ
　
予
算
の
執
行
状
況

収
益
的
収
支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
単
位
：
円
）

資
本
的
収
支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
単
位
：
円
）

資
本
的
収
入
額
（
他
会
計
か
ら
の
長
期
貸
付
金
償
還
金

1
0
0
,0
0
0
,0
0
0
円
を
除
く
。
）
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額

4
9
4
,5
8
9
,2
1
5
円
は
、
減
債
積
立
金
1
9
8
,1
2
8
,8
9
1
円
、
過
年
度
分

損
益
勘
定
留
保
資
金
1
0
,8
3
0
,2
0
2
円
、
当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保

資
金
2
5
4
,8
4
6
,3
0
1
円
及
び
過
年
度
分
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額

3
0
,7
8
3
,8
2
1
円
で
補
て
ん
し
て
い
る
。

ウ
　
経
営
成
績

当
年
度
の
総
収
益
は
9
3
1
,8
2
4
,1
8
9
円
、
総
費
用
は
7
9
6
,4
8
9
,3
4
8

円
で
、
差
し
引
き
1
3
5
,3
3
4
,8
4
1
円
の
純
利
益
と
な
っ
て
い
る
。

３
　
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
に
つ
い
て

は
、
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

な
お
、
留
意
改
善
を
要
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
大
館
発
電
事
務
所

監
　
　
査
　
　
箇
　
　
所

監
　
査

年
月
日

監
査
委
員

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ

ン
タ
ー

公
営

企
業

課

平
成
1
9
年

７
月
1
1
日

平
成
1
9
年

７
月
1
2
日

平
成
1
9
年

７
月
1
1
日

平
成
1
9
年

７
月
1
2
日

平
成
1
9
年

７
月
1
0
日

平
成
1
9
年

７
月
1
1
日

平
成
1
9
年

７
月
1
2
日

こ
だ
ま
祥
子

菊
地
　
康
男

金
谷
　
信
栄

こ
だ
ま
祥
子

大
和
　
顯
治

菊
地
　
康
男

こ
だ
ま
祥
子

菊
地
　
康
男

金
谷
　
信
栄

こ
だ
ま
祥
子

大
和
　
顯
治

菊
地
　
康
男

金
谷
　
信
栄

こ
だ
ま
祥
子

大
和
　
顯
治

菊
地
　
康
男

金
谷
　
信
栄

大
和
　
顯
治

金
谷
　
信
栄

こ
だ
ま
祥
子

大
和
　
顯
治

菊
地
康
男

平
成
1
9
年

７
月
1
2
日

金
谷
　
信
栄

こ
だ
ま
祥
子

大
和
　
顯
治

菊
地
　
康
男

区
分

収
入

支
出

予
　
算
　
額

3,693,157,000

3,425,277,155

決
　
算
　
額

3,688,089,491

3,305,091,948

繰
　
越
　
額

――

不
　
用
　
額

―

120,185,207

区
分

収
入

支
出

予
　
算
　
額

900,000,000

1,465,375,915

決
　
算
　
額

900,000,000

1,390,892,195

繰
　
越
　
額

―

23,180,500

不
　
用
　
額

―

51,303,220

区
分

収
入

支
出

予
　
算
　
額

978,173,000

845,291,000

決
　
算
　
額

978,142,319

811,969,077

繰
　
越
　
額

――

不
　
用
　
額

―

33,321,923

区
分

収
入

支
出

予
　
算
　
額

450,000,000

860,507,000

決
　
算
　
額

450,000,000

844,589,215

繰
　
越
　
額

――

不
　
用
　
額

―

15,917,785
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４

委
託
事
業
に
お
い
て
、
請
求
書
受
理
か
ら
支
払
ま
で
著
し
く
遅
延
し

て
い
る
例
が
見
ら
れ
た
の
で
、
今
後
は
適
切
な
事
務
処
理
に
努
め
る
こ

と
。

（
２
）
秋
田
工
業
用
水
道
事
務
所

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
を
し
た
電
柱
等
の
設
置
に
つ
い
て
、

使
用
料
を
徴
収
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
適
正
な
事
務
処
理

を
行
う
こ
と
。

（
病
院
事
業
会
計
）

１
　
監
査
の
対
象

平
成
1
8
年
度
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係

る
事
業
の
管
理
状
況

２
　
経
営
の
概
況

ア
　
病
床
利
用
状
況

イ
　
診
療
実
績

ウ
　
予
算
の
執
行
状
況

収
益
的
収
支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
単
位
：
円
）

資
本
的
収
支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
単
位
：
円
）

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
1
,0
6
2
,0
6
1
,4
4
0

円
は
、
減
債
積
立
金
1
6
9
,7
4
5
,3
2
9
円
及
び
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保

資
金
8
9
2
,3
1
6
,1
1
1
円
で
補
て
ん
し
て
い
る
。

エ
　
経
営
成
績

当
年
度
の
総
収
益
は
7
,2
6
8
,7
4
1
,9
6
0
円
（
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

3
,5
0
2
,8
2
9
,7
9
8
円
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

3
,7
6
5
,9
1
2
,1
6
2
円
）
、
総
費
用
は
7
,4
6
8
,6
7
7
,7
3
3
円
（
脳
血
管
研

究
セ
ン
タ
ー
3
,6
4
2
,8
8
7
,2
0
2
円
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医

療
セ
ン
タ
ー
3
,8
2
5
,7
9
0
,5
3
1
円
）
で
、
差
し
引
き
1
9
9
,9
3
5
,7
7
3
円

の
純
損
失
と
な
っ
て
い
る
。

３
　
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
に
つ
い
て

は
、
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

な
お
、
留
意
改
善
を
要
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
と
と
も
に
、
新
た
な
未
収
金
の
発
生

防
止
を
図
る
こ
と
。

（
２
）
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
･精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

ア
　
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
と
と
も
に
、
新
た
な
未
収
金
の
発

生
防
止
を
図
る
こ
と
。

イ
　
平
成
1
5
年
度
末
に
導
入
し
た
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、

導
入
直
後
か
ら
シ
ス
テ
ム
の
不
具
合
が
頻
繁
に
発
生
し
、
医
療
事
務

の
処
理
に
支
障
を
来
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
医
療
情

報
シ
ス
テ
ム
の
不
具
合
の
原
因
が
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
、
保
守
管
理

委
託
契
約
を
行
っ
て
き
た
こ
と
に
加
え
て
、
一
部
業
務
が
不
履
行
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
委
託
料
を
支
払
う
な
ど
、
著
し
く
不
適
正

な
事
務
処
理
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
早
急
に

問
題
の
原
因
を
調
査
し
、
抜
本
的
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

ウ
　
貯
蔵
品
に
お
い
て
、
診
療
材
料
の
一
部
に
実
地
棚
卸
が
行
わ
れ
て

い
な
い
例
が
見
ら
れ
た
の
で
、
今
後
は
病
院
事
業
財
務
規
則
を
遵
守

し
適
切
な
事
務
処
理
に
努
め
る
こ
と
。

（
３
）
付
記
意
見

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
の
医
療
情
報
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
は
、
同
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
調
査
等
を
注
視
し
つ
つ
、
問

題
の
所
在
及
び
実
態
を
解
明
す
る
た
め
に
、
今
後
も
、
監
査
委
員
と
し

て
必
要
な
監
査
を
実
施
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

区
　
　
　
分

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

稼
働
病
床
数床
1
2
0

3
0
0

4
2
0

一
日
平
均
患
者
数

（
入
院
）

人
7
8
.7

2
4
2
.8

3
2
1
.5

稼
働
病
床
利
用
率％
6
5
.6

8
0
.9

7
6
.6

区
　
　
　
分

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

入
院

人
28,713

88,640

117,353 患
者
延
人
員

外
来

人
41,046

15,897

56,943

計

人
69,759

104,537

174,296

入
　
　
院

円
1,167,439,152

1,524,009,702

2,691,448,854

収
　
　
　
　
　
　
入

外
　
　
来

円
605,301,082

195,104,973

800,406,055

計

円
1,772,740,234

1,719,114,675

3,491,854,909

区
　
　
　
分

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

収　　　入

予
　
算
　
額

3,642,378,000

3,757,060,000

7,399,438,000

決
　
算
　
額

3,507,994,845

3,766,991,645

7,274,986,490

繰
越
額

－－－

不
　
用
　
額－－－

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

収　　　入

3,642,378,000

3,757,060,000

7,399,438,000

3,718,688,000

3,858,006,000

7,576,694,000

3,507,994,845

3,766,991,645

7,274,986,490

3,624,714,710

3,813,641,343

7,438,356,053

－－－－－－

－－－

93,973,290

44,364,657

138,337,947

支　　　出

区
　
　
　
分

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

計

収　　　入

予
　
算
　
額

121,000,0000

121,000,000

705,602,000

485,319,000

1,190,921,000

決
　
算
　
額

120,000,0000

120,000,000

703,786,695

478,274,745

1,182,061,440

繰
越
額

－－－－－－

不
　
用
　
額－－－

1,815,305

7,044,255

8,859,560

支　　　出

古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）
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